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教 育 委 員 会 定 例 会 

 

日 時：令和４年５月２４日（火） 

午後１時 30分～午後２時 35分 

場 所：防災コミュニティーセンター２０５会議室 

 

出席者：教育長 菅沼浩行  教育委員 貴田太史、西山清和、山田貴子、深澤里奈子 

 

事務局及び出席者：冨士川参事、川瀬図書館長、飛田美術館長、小清水学校教育課副課長 

         石井指導主事、西山社会教育課スポーツ振興係長、小田主任主事 

         岸岡主査 

 

菅沼教育長  皆さん、こんにちは。お忙しい中ご参集いただきまして、ありがとうござ

います。ただいまの出席者数は５名です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１４条第３項に定める定足数に達しておりますので、これより令和４年湯河原町教

育委員会５月定例会を開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりで

す。会議録署名委員は会議規則第３５条の規定により、貴田委員、深澤委員の２名を

指名いたします。よろしくお願いいたします。 

   それではまず、非公開とする案件について、お諮りいたします。案件（２）協議事

項 協議第４号 湯河原町学校給食費に関する条例（案）についてにつきましては、

町議会の議決を経るべき案件で、未確定な要素がございます。次に協議第５号 令和

４年度６月補正予算（第２号）（案）についてにつきましても、議会の議決を経るべ

き案件で未確定な要素があります。以上の会議を非公開としたいと考えますが、ご異

議ございませんか。 

委員 全員異議なし 

菅沼教育長 それでは、ご異議がないものと認め、この２件につきましては、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書き及び会議規則第３３条第１

項の規定により、非公開といたします。 

 

  議事録の承認 

   令和４年４月教育委員会定例会議事録の承認について 

菅沼教育長 次に、議事録の承認に入らせていただきます。令和４年４月教育委員会定例

会議事録の承認について、事務局から説明をお願いします。 

小清水学校教育課副課長 お手元の令和４年４月教育委員会定例会議事録をお願いしま

す。 

※ 修正なし 

菅沼教育長 説明が終わりました。議事録について、何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 
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菅沼教育長 ないようでしたら、令和４年４月教育委員会定例会議事録については、承認

することにご異議ございませんか。  

委員 全員異議なし 

菅沼教育長 それでは、ご異議がないものと認め、令和４年４月教育委員会定例会議事録

については承認されました。 

 

  案 件 

  （１）議決事項 

    議案第７号 湯河原町学童保育所運営委員会委員の委嘱について 

菅沼教育長 次に、案件に入らせていただきます。（１）議決事項 議案第７号 湯河原

町学童保育所運営委員会委員の委嘱についてを議題といたします。事務局から提案理

由の説明をお願いします。 

西山社会教育課スポーツ振興係長 議案第７号をお願いします。 

  （資料に基づいて、議案第７号 湯河原町学童保育所運営委員会委員の委嘱について 

  説明） 

  ・令和４年３月３１日に任期満了のため、湯河原町学童保育所運営委員会運営規程第

３条の規定により本案を提出するもの 

菅沼教育長 これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑

はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより、議案第７号を

挙手により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願い

ます。 

委員 全員挙手 

菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  （２）協議事項 

    協議第６号 今後の町立幼稚園及び小・中学校のあり方について 

菅沼教育長 次に、（２）協議事項に入らせていただきます。協議第６号 今後の町立幼

稚園及び小・中学校のあり方についてを案件といたします。事務局から協議理由の説

明をお願いします。 

石井指導主事 協議第６号をお願いします。 

  （資料に基づいて、協議第６号 今後の町立幼稚園及び小・中学校のあり方について 

  説明） 

  ・昨年１年間検討してきた、今後の町立幼稚園及び小・中学校のあり方についてまと

めたもの 

菅沼教育長 これをもって協議理由の説明を終わります。昨年７月からずっとやってまい

りましたが、今般取りまとめようとしておりますのは、学校のあり方ではなく、そこ



3 

 

につながるべく、学校施設の配置に関する考え方の案についてです。先月もお諮りい

たしましたが、内容的には現状と今後の課題が出ております。現在の１園、３小学

校、１中学校の児童生徒数、そして令和１０年度の児童生徒数、それが現在の約６

５％程度に減少していくということ、それから、各小中学校の校舎が老朽化をしてい

き、１０年後には建築後６０年を経るものが出てくるということ、それから適正規模

については、文部科学省から示されているものをお示しさせていただいております。

最も重要なのは、１０年後の湯河原町の教育は、一定の学習水準を保ちつつ、児童・

生徒一人ひとりの個性を育成し、将来の目標に向けた学習を支援していくというこ

と、また町立学校間で、教育に差がないように提供していけるように環境を整える。

さらには、町民が共に生きて支え合う地域社会における生涯学習の基礎を培うという

ような基本的な考え方のもとに審査していただいております。 

これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 それでは、今回も前回と同じような資料を付けさせていただいております

が、一番最後のスケジュール案の中で、６月までに教育委員会において協議して、そ

の後それぞれの会議を経て、９月には町議会の常任委員会に報告する。その先には、

保護者、教職員、自治会の方々に説明していくということになっております。本日、

一度採決は採らせていただきますが、あくまで協議事項ですので、事務局でも、もう

１カ月内容をよく精査させていただき、６月に教育委員会としての原案を取りまとめ

たいと思っております。事務局で表現の仕方等、もう一度検討いたしますので、委員

の皆様におかれましても、もし何かありましたら、ご連絡をいただきたいと思いま

す。それでは、質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより、協議第

６号を挙手により採決いたします。本案は、現時点での原案のとおり決することに賛

成の方は、挙手願います。 

委員 全員挙手 

菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。いま決定いたし

ましたけども、先ほど申し上げましたとおり、来月もう一度、最終段階ということで

出させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

    協議第７号 中学校給食施設整備について 

菅沼教育長 次に、協議第７号 中学校給食施設整備についてを案件といたします。事務

局から協議理由の説明をお願いします。 

小清水学校教育課副課長 協議第７号をお願いします。 

  （資料に基づいて、協議第７号 中学校給食施設整備について 説明） 

  ・検討の概要、５月１１日の給食検討委員会について 等 

菅沼教育長 これをもって協議理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑

はございませんか。 

貴田委員 第７回給食検討委員会でのご意見の２番目のものについて、お伺いいたしま
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す。「現中学校の敷地に建てるのは難しいと考える」とありますが、この理由は何で

しょうか。 

岸岡主査 学校のあり方等の検討が始まっておりますので、中学校があの場所にそのまま

あるのかということを、皆さん疑問に思っていらっしゃいます。 

菅沼教育長 他に質疑はございますか。 

山田委員 案３のデリバリーでやってみようという場合、開始の時期は具体的にいつごろ

の時期が検討されているんですか。 

冨士川参事 給食検討委員会の中では、早期実施をお願いしたいという要望がございます

が、デリバリーのやり方について、いまお示ししましたとおり、いくつかのやり方が

ございます。ただ単純に、お弁当をとるわけではありません。学校給食として実施し

たいと事務局としては思っておりますので、当然栄養士さんを配置し、給食のメニュ

ーを考えたりといった手続きも必要です。あとは他市町村でやっているような複数年

での契約について、たとえば鎌倉市の場合ですと、業者さんに工場を建てていただ

き、デリバリーの給食をつくるということで１０年間の契約をしております。このよ

うなやり方の他、いろいろなやり方があります。それをいま検討しましょうというこ

とで、また少し時間がかかるかも知れませんが、そういった検討が必要ではないかと

いうことです。できるだけ早く実施したいとは考えております。 

菅沼教育長 他にございますか。 

西山委員 計画していた事業がちょっと待てとなったわけですが、当初、中学校の既存の

施設を何とか活用する形で整備していこうということで、その時点では非常にいい方

法だなと思っておりました。それが当初の計画より、だいぶ整備費が高くなるという

ことで、ここは考えざるを得ないと申したと思います。給食検討委員会での意見の中

の「９億円かかるのであれば」という部分についてですが、いろいろな町の事業をす

るに当たり、様々な条件で当初より高くなってしまう傾向が多いと思いますが、私も

９億円は高いと思いますが、その落としどころ、このくらいだったらという金額がわ

からないんです。当初の中間点ぐらいならいいかなという部分があったんですが、町

の財政的な部分、こういった事業にかかる部分では、公に出せない部分もあると思い

ますが、このくらいなら行けるかなという目安はありましたか。 

冨士川参事 非常に難しいご質問だと思います。この前に調査委託をかけさせていただ

き、そのときは３．５億円ぐらいだったと思います。その方向で進んでいたことを考

えますと、４億円ぐらいであればということだったと考えております。上限がいくら

というものではないと考えております。 

菅沼教育長 他に質疑はございますか。 

山田委員 給食を導入してほしいという声が数年前からあったわけですね。そのアンケー

ト調査をしてから、かなり時間がたっていると思います。アンケートが何年前だった

のかということと、これから中学校に行く小４から小６くらいのお子さんの親御さん

に改めて、いまどういうお考えがあるのかというのをアンケート調査の予定はあるの

か。それから、学校のあり方とつながると思いますが、いま中学生は４００人ちょっ
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とで、数年後に３００人くらいに下がっていく中で、９億円をかけない場合、デリバ

リー方式はすごくいい案だと思います。検討委員会のご意見にあるように、町内で循

環できるモデル、時間があれば、湯河原モデルのような形で、町内で作られているも

のを使うとか、町内の飲食店と連携をして、３００人のお子さんに、学年でお店は変

わるけれども、連携をしながらやっていく。それがあることで、新しい学校のあり

方、町の教育の魅力化につながるようなモデルを、このデリバリー方式でつくること

ができる可能性があるんじゃないかという、これはアイデアです。それができるとし

たら、私も調べてみたいと思いますが、全国で実際にそのような形で、町内で事業者

と連携しながらやっているような、ユニークなデリバリー方式の給食の事例というの

も、ぜひ調べていただけたらと思います。 

冨士川参事 １点目のアンケート調査の過去の実績についてですが、手元にある資料によ

れば、平成２６年１１月に１回目の調査をしております。その後、平成２７年１１月

に２回目のアンケート調査をしております。最近では、令和２年１月にアンケート調

査を実施しております。過去に３回アンケート調査を実施しているというところか

ら、今後アンケート調査を実施するというのは、保護者に負担なのかなと考えており

まして、いまのところ、アンケート調査を実施することは考えておりません。 

   それから、町内の業者さんと連携しながらというお話がございましたが、まさしく

先ほどの例にありました鎌倉市さん、あとはたしか秦野市さんも事業者さんと連携し

ています。秦野市さんの場合は公民連携方式と言いまして、秦野市の土地を提供し

て、建物を民間に建ててもらうといったやり方をしたと聞いております。ですから、

建物をつくってもらって、湯河原町内の野菜ですとかを地産地消して、給食が提供で

きるようなことも、ここで町内の事業者さんに聞いてまわりたいとは思っておりま

す。 

菅沼教育長 給食については、自校方式で給食をやりましょうという方向性を出して、場

所の選定調査、基本設計という流れで来ましたので、給食を行うという考え方に変更

はないわけです。ただ、ご存知のとおり、立ち止まらなければいけないような事業費

の関係が出てきたということです。その中で、引き続き整備については考えていくん

ですが、時間を要するだろうから、早く子どもたちに給食を提供する方法を考えまし

ょうという形に、ここ数カ月の中でやらせていただいております。先月の定例会で出

させていただいたＡ３横長の資料は同じで、給食検討委員会の会議は行っていなかっ

たんですが、その時点では案３で行こうかなという、教育委員の皆様のご意見をいた

だけたと思っておりました。そのあと給食検討委員会をやって、様々なご意見はござ

いますが、検討委員会の総意として、同じように案３で早くやってあげようというご

意見が出ておりますので、事務局としては、その方向でやっていかなければいけない

のかなと思っております。山田委員の紹介された案は、大きな事業者に任せるという

意味ではなく、既存の飲食を行っている事業者と連携できて、給食的なものができれ

ばいいんではないかという考え方ですよね。 

山田委員 そうです。 
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菅沼教育長 それも１つの選択肢かなと思っております。それから、ここで出てきている

デリバリーという言葉ですが、過去３回のアンケートの一番古いものでは、デリバリ

ーには結構拒否感がありました。確かに、当時といまの子ども・保護者とは違いがあ

るかも知れません。ですから、デリバリーという言葉がありますので、それは使わざ

るを得ないんですが、やはり冷えてしまっているというのが一番ネックです。食缶を

使って温めるという方式も他の自治体でやっておりますので、そういうものも考えて

いかなければいけないのかなと。じゃあ、それに要している時間があるのかと言われ

ますと、非常に厳しいんですが、そんな状況です。恐らく委員の皆様も、自校方式を

このまま進められればいいんだけれども、厳しいと。それは継続して検討するけれど

も、いまいる子どもたちに少しでも早く給食を提供する方法を事務局で考えなさいよ

というご意見だと思います。本日は教育委員会として、案３で取りまとめさせていた

だいて、それはあくまで考え方ですので、手法はまだ出ておりません。来月、再来

月、先になるという意味ではなく、事務局ではその手法について順次調べまして、毎

月の定例会の中で協議をさせていただく。方向性が決まったというのではなく、これ

とこれを検討したいというものが出れば、給食検討委員会と定例会にお諮りし、いず

れは町の組織にも諮って、当然議会の皆様にもお諮りする。それは事務局の方に急い

でやらせます。本日の形としては、整備の仕方は検討しつつ、いち早く導入する方法

を検討しましょうという考え方になると思います。その選択肢の中に、山田委員が言

われたような地元の業者さんとの連携、それは給食とは若干違う部分がありますが、

給食に苦労しているお子さんがいるかも知れませんので、いち早く支援するために

は、それも有効な手立てかも知れません。また検討が長引くようであり、そちらの方

がすぐ導入できるということであれば、それを導入しようというのも１つの手立てだ

と思います。 

山田委員 給食だけと考えるというよりも、そういう給食があることで町への愛着につな

がるとか、学校の魅力につながるとか、湯河原はそういう給食だから移住してみよう

とか、１つの新しいものになる可能性があるんじゃないかと感じたんです。どのくら

いハードルが高いのか全くわからないんですが、トライアル的に段階を経て、検討委

員会で検討していく中でも、まずはどこか１クラス３５人ぐらいに対して、たとえば

栄養士さんが入って、町内で手を挙げてくださった事業者さんと一緒に３５個の給食

を作って試してみるというようなことが可能なのか、それをするにはどのくらいのハ

ードルがあるのかは全く見当がつかないんですが、そういうことにトライして、検討

委員会の中で検討材料にできるのかどうかもお伺いしたいと思います。 

菅沼教育長 事務局では難しいと思うのはわかりますが、難しいと反対してしまうんでは

なくて、教育委員さんの意見ですから、それについて給食検討委員会の方でも検討し

てください。 

岸岡主査 鎌倉市では、デリバリーでも８０％以上の喫食率ということで参考にさせてい

ただきました。鎌倉産の野菜を取り入れ、添加物もなるべく使わない。出汁からとっ

て、ほぼ手作りであるということもうたっております。山田委員がおっしゃったよう
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に、試しでもいいからやってほしいという検討委員の意見もありました。鎌倉市では

保護者に試食をしてもらい、何度も作り直した献立だと聞いております。試行錯誤が

あって始めたと聞いておりまして、私もやってみる価値はあると思っております。 

菅沼教育長 他に質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 それでは、私も含めてですけど、本日、教育委員さんから出ましたご意見に

ついて、できないということではなく、検討した結果を報告しなければいけないと思

います。来月の定例会には、その辺の進捗状況をご報告したいと思います。本日は協

議という形で採決は採りますが、この案がすべてという意味ではなく、いまいただい

たご意見をいただきながら、採決をさせていただきます。これより、協議第７号を挙

手により採決いたします。本案は原案のとおりと申しますが、案３という形の中で、

整備は整備として検討する。それよりも、いち早く給食を実施する方法を検討し、報

告し、方向性をまとめる。その中には、地元の業者さんとのジョイントで実施するこ

とも可能なのかどうか、そういうものも含めた中で検討してほしいということで賛成

の方は、挙手願います。 

委員 全員挙手 

菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。来月以降も、順

次報告させていただきます。 

 

    協議第８号 旅館業法第３条第４項の規定に基づく施設環境の意見（案）につい 

          て 

菅沼教育長 次に、協議第８号 旅館業法第３条第４項の規定に基づく施設環境の意見

（案）についてを案件といたします。事務局から協議理由の説明をお願いします。 

飛田美術館長 協議第８号をお願いします。 

  （資料に基づいて、協議第８号 旅館業法第３条第４項の規定に基づく施設環境の意

見（案）について 説明） 

  ・神奈川県からの意見照会 

菅沼教育長 これをもって協議理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑

はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより、協議第８号を

挙手により採決いたします。本案は原案のとおりとすることに賛成の方は、挙手願い

ます。 

委員 全員挙手 

菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 

 

  報 告 

  （１）令和４年度校外体験学習推進事業について 
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菅沼教育長 次に、報告に入らせていただきます。（１）令和４年度校外体験学習推進事

業について、事務局から報告をお願いします。 

小清水学校教育課副課長 資料１をお願いします。 

  （資料に基づいて、令和４年度校外体験学習推進事業について 報告） 

  ・稚鮎の放流体験、茶摘み体験 

菅沼教育長 報告が終わりました。ご協力していただいております観光漁業協同組合、南

郷協同組合の方も喜んでいらっしゃいましたし、何よりも子どもたちが生き生きとし

ていて、例年実施していたときの体験の嬉しさよりも、久しぶりに実施できたこと

で、やはりこれは重要なんだなと改めて思いました。恐らく協力してくださっている

組合の方々、引率した教員、そして子どもたちも、いいことをやっているんだなと感

じられたと思います。あとは６月６日に温泉入浴体験があります。これは天候に関わ

らず実施する予定でございます。それが終われば、３つの体験が終わることになりま

す。何か質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

  （２）令和３年度人権教育に係る年間計画に基づく取組状況について 

菅沼教育長 次に、（２）令和３年度人権教育に係る年間計画に基づく取組状況につい

て、事務局から報告をお願いします。 

石井指導主事 資料２をお願いします。 

  （資料に基づいて、令和３年度人権教育に係る年間計画に基づく取組状況について 

報告） 

  ・振り返りと評価をすることによって、次年度へつながるように進める 

菅沼教育長 報告が終わりました。総括的に説明がありました。何か質疑はございます

か。 

西山委員 現場の先生方が、子どもたち一人ひとりに寄り添って、心の教育を心がけてく

ださっていることがよくわかりました。様々な環境やいろいろな考えの中で、子ども

たちは学校生活を送っているわけですので、当然、その中で様々な軋轢も生じてくる

と思います。そういった中でも、子どもたちがお互いを認め合うような姿勢が、この

報告の中から読み取れると思います。先生方も含めてですが、各学校に対する働きか

けを、引き続き教育委員会としてもやっていただきたいなと思います。 

菅沼教育長 他に質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  （３）令和３年度社会教育事業の実施状況について 

菅沼教育長 次に、（３）令和３年度社会教育事業の実施状況について、事務局から報告

をお願いします。 

西山社会教育課スポーツ振興係長 資料３をお願いします。 

  （資料に基づいて、令和３年度社会教育事業の実施状況について 報告） 

  ・放課後子ども教室の実施状況について 等 
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菅沼教育長 報告が終わりました。何か質疑はございますか。 

貴田委員 放課後子ども教室も学童保育所も各校にあります。その２つの連携というのは

図られているんでしょうか。たとえば、教えられるカリキュラムを合同でやったり、

運動を一緒にやったりということはあるんでしょうか。 

西山社会教育課スポーツ振興係長 東台福浦小学校では、そのように合同で行う活動もご

ざいます。湯河原小学校・吉浜小学校につきましては、今後やっていこうという検討

をしている段階でございます。 

貴田委員 せっかく同じ施設を使って、同じ時間帯に児童がいますので、スタッフ同士も

うまく連携を図ってやっていただけるとありがたいなと思います。 

菅沼教育長 他に質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  （４）令和３年度図書館活動報告について 

菅沼教育長 次に、（４）令和３年度図書館活動報告について、事務局から報告をお願い

します。 

川瀬図書館長 資料４をお願いします。 

  （資料に基づいて、令和３年度図書館活動報告について 報告） 

  ・資料状況、事業報告 等 

菅沼教育長 報告が終わりました。何か質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  （５）令和３年度美術館活動報告について 

菅沼教育長 次に、（５）令和３年度美術館活動報告について、事務局から報告をお願い

します。 

飛田美術館長 資料５をお願いします。 

  （資料に基づいて、令和３年度美術館活動報告について 報告） 

  ・入館者数、事業実績 等 

菅沼教育長 報告が終わりました。何か質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  （６）令和４年度福浦幼稚園学校評議員の報告について 

菅沼教育長 次に、（６）令和４年度福浦幼稚園学校評議員の報告について、事務局から

報告をお願いします。 

小清水学校教育課副課長 資料６をお願いします。 

  （資料に基づいて、令和４年度福浦幼稚園学校評議員の報告について 報告） 

  ・地域活動協力者、区長、ＰＴＡ会長 等 ７名 

菅沼教育長 報告が終わりました。何か質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 
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  その他 

菅沼教育長 次に、その他に入らせていただきます。委員の皆様、何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 事務局から何かございますか。 

事務局側 なし 

菅沼教育長 それでは、以上をもちまして、秘密会を除く本日の日程はすべて終了いたし

ました。 


